
 

荒天時等の授業取扱い基準について 

  

豪雨・地震・台風等の自然災害のため、公共交通機関の運休・運転見合わせが生じた場合、 

下記の基準の通り、休講またはオンライン授業とします。 

 

記 

1.西鉄大牟田線が午前 6時の段階で運休もしくは運転見合わせである場合 

2.特別警報が発令された場合  

3.その他上記以外で開講が困難である場合 

 

  

【注意】 

・休講した授業については、後日補講を行いますので掲示に注意してください。 

 ・休講の処置がとられる場合は、Teams スケジュールまたは学生掲示板(web)において 

 お知らせを掲載しますので、必ず確認してください。 


